
 

 

 

 

 

 

万が一、震災が発生した場合の防災対策はしていますか？
 

〇先月、熊本県にて大地震が発生してしまいました。 

この大地震で思い起こされるのが東日本大震災です。 

東日本大震災発生当時、運行管理者の業務をしておりま

したが、当時、勤務していた運送会社では防災対策を行

っておらず、下記のようなことが非常に困りましたので、

御社の防災対策としてお役に立てて頂ければと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災対策として、下記の資料がございますので参考にし

て頂きたいと思います。 

下記の資料は「一般社団法人 日本物流団体連合会 自

然災害時における物流業の*BCP作成ガイドライン」を 

引用しております。 

＊BCP（事業継続計画）とは、企業が自然災害等の緊急

事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限

にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧

を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時に

おける事業継続のための方法、手段などを取り決めてお

く計画のことです。 
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ご相談、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

□ 行政書士福田事務所 代  表 福田義信 ＴＥＬ：044－299－9731 

□ 行政書士法人シグマ 代表社員 阪本浩毅 ＴＥＬ：03－6868－7256（銀座オフィス） 

 

□ドライバーとの連絡手段 
東日本大震災が発生した時刻は午後 2時

46分で、ドライバーは全員業務中でし

たので、地震発生直後、まず行ったのが

「安否確認」です。発生直後は繋がって

いた電話が 30分、1 時間、2時間と時

間が立つにつれて携帯電話が繋がりにく

くなり、ドライバーの状況が把握できな

くなりました。ドライバーとの連絡手段

を電話のみではなく、災害発生時のみ使

用することとして社内でツイッターや

LINE 等の SNSやメールアドレスを会社

で共有して活用することも防災対策とし

て必要になってくると思います。 
 

□燃料の確保 
災害発生時に必要とされるのが「トラッ

ク輸送」です。東日本大震災当時は日を

追うごとに給油所に燃料の供給が間に合

わない事態が広がり、燃料を給油するの

に何時間も並び、給油所によっては給油

できる数量も一台につき50ℓや100ℓ

までと数量も限られていきました。 

運送業務を行うには燃料は必要不可欠な

ものです。災害時には燃料が不足する可

能性がありますので、給油所の場所、営

業時間等を把握しておくことが必要だと

思います。 


